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一般廃棄物収集運搬業許可申請の概要 

 

 排出事業者から委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を行うときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（以下｢法｣という。）」の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可申請が必要です。 

 

１ 許可申請の種類 

（１）新規許可申請 

新たに許可を受けるために必要な申請です。 

なお、現在許可を受けている事業者により、適正処理が確保されているため、令和８年１０月１

日から新たな許可は行いません。ただし次の場合はこの限りではありません。 

ア 食品循環資源の再生利用等、市の指定処理施設以外で再生利用を目的とした処理を行う事が適

当であると認められた一般廃棄物のみを取扱う場合 

イ 実験動物の死体等、市の指定処理施設以外で処理を行うことが必要と認められた一般廃棄物の

みを取扱う場合 

ウ 社会情勢の変化（排出量の増加、許可業者の減少）等により、既存の許可業者では適正処理が

困難となった場合 

※現在受けている処理業の種類以外の許可を受けるときは新規許可申請を行う必要があります。 

［例］・収集運搬業者が新たに処分業の許可を受けるとき。 

※一時多量ごみの取扱いを行う場合は、本市の一般廃棄物収集運搬業の許可を２年以上有し、本市

の処理施設への搬入実績があることが必要ですので、新規許可の対象とはなりません。 

※有限会社から株式会社への変更は、変更届出が必要です。 

（２）許可の更新申請 

法では、許可期限は｢２年｣と定められており、許可の有効期間満了後も引き続き業を行う場合に

必要な許可申請です。 

ア 許可の更新申請の手続は、許可の有効期限が満了する日の３０日前までに行うようにしてくだ

さい。 

イ 許可の更新申請に当たっては、本市が毎年実施する講習会を修了していることが必要です。 

（３）変更許可申請 

「一時多量ごみ」の取扱いを追加する際など、事業の範囲を変更する場合に必要な許可申請です。 

 

２ 許可申請に係る注意事項 

（１）必要書類等を添付した許可申請書の正本 1部、その写し１部の計２部を提出してください。提出

された許可申請書のうち正本の写しは受付後に返却しますので、大切に保管してください。 

  ※電子申請で提出する場合は写しの提出は不要です。 

（２）審査を迅速に行うため法定書類以外の書類についても提出をお願いしています。 
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（３）許可申請書を提出するときは、「押印の有無」や｢添付書類及び図面の有無｣等を「許

可申請書類・添付書類のチェックリスト」（１０ページ）で確認し、その順番のとお

り綴じてください。 

   なお、大きい図面等は、許可申請書と同じ大きさに折り込んでください。 

（４）許可申請書等に不備又は不足がある場合には、受付ができないことがあります。 

（５）許可申請を受け付けるときに、次の許可申請手数料を金融機関に納入していただ

きます。 

なお、納入された手数料の返還はできません。 

            ［申請手数料］ 

 

 

 

 

 

 

（６）許可の申請にあたっては、次の事項を履行していることが必要となります。 

  ア 申請者が市内に住所を有する者（法人にあっては、市内に事務所又は営業所を

有する者）であること。 

イ 業務に従事する者は 3 名以上とし、市内の事務所又は事業場には、常に連絡体

制がとれるようにするための人員を配置すること。 

ウ 運搬車は 2 台以上保有すること。 

エ 運搬車は、自己所有もしくは使用者名義を有するものとすること。 

オ 運搬車は川崎陸運事務所の管轄とすること。 

カ 運搬車の少なくとも１車以上は、市内の駐車場に駐車させること。 

キ 運搬車１車当たり、月平均２０トン以上の収集量（再生量を含む。）を確保する

こと。 

   ※ 収集量には事業活動を伴って生じた一般廃棄物の量も含まれます。 

ク 運搬車は、一般廃棄物の専用車とし、他の目的と混用しないこと。また、本市

の区域内で発生した廃棄物の収集運搬専用車とすること。 

ケ 運搬車の色は、ライトグリーン（(一社)日本塗料工業会塗料用標準色 マンセ

ル値５Ｇ５／１０、色票番号Ａ４５－５０Ｔ）とすること。 

コ 運搬車の左右ドア及び後部に「一般廃棄物処理業 川崎市許可第〇〇〇〇号」

並びに左右の荷箱（ボディ）に白色で許可業者名の表示をすること。 

※ 食品循環資源の再生利用等、市の指定処理施設以外で再生利用を目的とした処

理を行うことが適当であると認められた一般廃棄物、又は実験動物の死体等、市

の指定処理施設以外で処理を行うことが必要と認められた一般廃棄物のみの収集

又は運搬を業として行う場合は、（６）オからケの規定を適用しません。また、こ

れらの一般廃棄物のみの収集又は運搬を行う運搬車については、（６）コで定める

表示の他に当該一般廃棄物に係る表示を行うものとします。 

 

     区分 

種類 
一般廃棄物収集運搬業 

変 更 許 可 １０，０００円 

許可の更新 １０，０００円 
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※ 一時多量ごみを市の指定処理施設へ搬入する際は、一時多量ごみを運搬してい

ることを表示してください。 

サ 一時多量ごみの取扱いを行う場合は、本市の一般廃棄物収集運搬業の許可を２

年以上有し、本市の処理施設への搬入実績があること。 

シ 一時多量ごみの取扱いを行う場合は、直近２年において、一般廃棄物処理手数

料延滞に係る督促状の送付を受けたことがないこと、又は督促状の送付を受けた

場合であっても期限内に納付していること。 

ス 一時多量ごみの取扱いを行う場合は、荷箱の高さが１．２８ｍ以上※ １であるほ

か粗大ごみ等の運搬に適し、かつ指定処理施設に搬入する際に支障が生じない運

搬車を１車以上保有すること※ ２。 

※１ 内寸が１．２８ｍ以上である必要があります。 

※２ ダンプアップが可能であり、車両寸法が全長６．５ｍ以内、全幅２．２ｍ以

内、全高２．７ｍ以内である運搬車を１台以上保有することが必要ですが、搬入

に関しては普通ごみのみを積載する場合には、その他の許可車両でも行う事が可

能です（一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱第１３条４号）。 

 

（７）許可申請の受付時間は、次のとおりです。（電子申請を除く。） 

   月曜日から金曜日 午前９時～１１時、午後１時～２時 
   ※ 祝日及び年末年始の休庁期間は除きます。 

※ 受付に当たっては、書類の審査に３０分程度要します。 

   ※ 申請受付時間終了間際は、大変混み合いますので、時間に余裕をもって申請

するようにしてください。 

 

３ その他 

（１）必要に応じ、申請後に役員の方（個人で申請の場合は申請者）と面接又は事務所

等への立入検査を実施し、申請内容を審査します。 

（２）行政書士が申請手続を代行する場合は、申請書（第 1 号様式）の欄外に行政書士

名及び行政書士会に登録済の職印を押印してください。 

（３）新規許可及び積替え又は保管を含む収集運搬業の場合は、申請前に事前相談のう

え事前協議が必要です。 

 

４ 問合せ先及び申請先 

            川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課 
            〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

              （川崎市役所本庁舎２０階） 

                電 話 ０４４（２００）２５９３ 

                ＦＡＸ ０４４（２００）３９２３ 
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許可申請書類作成にあたっての注意事項 

 

 許可申請書類の作成にあたっては、次の事項に注意してください。 

 〇 「誓約書」については、訂正は認められません。 

 〇 各様式の記載については、この申請の手引の記載例を参照してください。 

 

◎一般廃棄物収集運搬業許可申請書（第１号様式） 

※ 更新許可申請の場合はこちらの様式を使用してください。 

（１）裏面が印刷されたものが必要です。 （裏面の印刷がないものは無効です。） 

（２）「事業の範囲」の欄には、[積替え又は保管]の有無及び取り扱う一般廃棄物の種類

を記入してください。 

（３）「事務所」の欄には、申請者の住所と同じ場合でも記入してください。 

（４）「事業場」の欄には、川崎市内の営業の拠点となり、帳簿を備えてある事業場(営

業所等)を記入してください。 

 

◎一般廃棄物収集運搬業許可申請書（第３号様式） 

 ※ 変更許可申請の場合はこちらの様式を使用してください。 

（１）裏面が印刷されたものが必要です。 （裏面の印刷がないものは無効です。） 

（２）「許可に係る事業の範囲」の欄には、積替え又は保管の有無及び取り扱う一般廃棄

物の種類をすべて記入してください。追加となる一般廃棄物の種類も含みます。 

（３）「変更の内容」の欄には、追加となる一般廃棄物の種類を記入してください。 

（４）「変更に係る事業の用に供する施設・・・」の欄には、変更許可後に使用するすべ

ての車両及び容器を記入してください。 

 

１ 申請者の詳細を記載した書類（要領様式第８号） 

（１）申請者が個人である場合 

ア 申請者の氏名、生年月日、住民票の写しに記載されている本籍及び住所を記

入してください。 

イ 申請者が法第７条第５項第４号リに規定する未成年の場合には、法定代理人

の欄にその法定代理人の氏名、生年月日、住民票の写しに記載されている本籍

及び住所（法定代理人が法人の場合は登記事項証明書に記載されている法人名

及び所在地）を記入してください。 

（２）申請者が法人である場合 

ア 「申請者」の欄には、名称及び住所を記入してください。 

イ 「法第７条第５項第４号ヌに規定する役員」の欄には、全ての役員（監査役、

監事、執行役等も含む）の氏名、生年月日、役職名・呼称、住民票の写しに記載

されている本籍及び住所を記入してください。外国人の場合は本名を記入してく

ださい。 

ウ 相談役、顧問等役員と同等以上の支配力を有する者を置いている場合は、「法

第７条第５項第４号ヌに規定する役員」の欄に、その者の氏名、生年月日、役
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職名・呼称、住民票の写しに記載されている本籍及び住所を記入してください。 

（３）申請者が政令で定める使用人をおいている場合には、「令第４条の７に規定する

使用人」の欄に氏名、生年月日、役職名・呼称、住民票の写しに記載されている

本籍及び住所を記入してください。 

＊ 政令に定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げる者の代表者で

あるものとする 

１ 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

２ 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場

所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結

する権限を有する者を置くもの 

※  個人の氏名、法人の名称にはふりがなを付けてください。 

 

２ 申請者が法人である場合 

（１）定款又は寄付行為 

   登記事項証明書と整合性の図れる内容のものを添付してください。 

定款に変更した内容が反映されていない場合は、変更した内容が確認できる書類 

（取締役会の議事録の写し等）を添付してください。 

（２）登記事項証明書 

   発行後３か月以内のものを添付してください。 

   ※電子申請で提出する場合は、原本の提出が別途必要です。 

 

３ 申請者が個人である場合 

住民票の写し（本籍の記載のあるもの。外国人にあっては国籍等の記載のあるもの。） 

発行後３ヶ月以内のものを添付してください。 

※電子申請で提出する場合は、原本の提出が別途必要です。 

 

４ 申請者が法人である場合は、申請者の役員・使用人、全員の住民票の写し 

申請者の詳細（要領様式第８号）に記載された役員・使用人、全員の住民票の写し（本

籍の記載のあるもの。外国人にあっては国籍等の記載のあるもの。）発行後３か月以内の

ものを添付してください。 

 ※電子申請で提出する場合は、原本の提出が別途必要です。 

 

５ 事業計画の概要を記載した書類 

（１）  処理体系（要領様式第９号） 

  ア 各欄は、必要な事項をすべて記入し、また、量の単位は㎏で記入してください。 

  イ 運搬車１車当たり１か月２０トン以上の収集量が確保されるように記入してください。 

    排出事業所名の記入欄が不足する場合は、用紙を複写してください。 

  ウ 廃棄物の種類は、普通ごみ又はそれ以外のものがありましたらその種類を記入

してください。 

  エ 処理量は、月量、日量をそれぞれ記入してください。 
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なお、日量は、月量÷収集日数で算出してください。 

  オ 処分量は、川崎市施設に搬入する場合は、焼却又は埋立別に月量を記入し、また、

その他の施設に搬入する場合は、焼却、埋立又はその他（右の欄の再生利用等の資

源物以外のもので資源化をする場合はこの欄）別に月量を記入してください。 

  カ 再生利用等は、専ら再生利用の目的となる廃棄物のうち一般廃棄物である古紙及び

古布の２品目を取り扱う場合のみ記入してください。（缶や瓶は産業廃棄物となるた

め、記載しないでください。） 

資源物の種類は、取り扱っている品目すべてを記入し、再生量は、資源物の種

類別に月量を記入し、また、搬入先は、資源物の種類別に再生利用する事業所名

を記入してください。 

  ※ 処理量＝処分量＋再生量となります。 

（２）処理体系（要領様式第９号の２） 

   欄外の注意事項を参照し、記入してください。 

（３）従業員名簿（要領様式第１０号） 

  ア 従業員は、業務に従事される方で、３人以上いることが必要です。 

  イ 収集運搬業務及び事務に携わる方の両方を記入してください。 

  ウ 「政令で定める使用人」の欄は、欄外の注意事項を参照し、該当者がいる場合

は、当該欄に〇印を付けてください。 

（４）運搬車一覧表（要領様式第１１号） 

  ア 運搬車は、２車以上保有していることが必要です。 

  イ 欄外の注意事項を参照し、自動車検査証に記載されている内容をそのまま記入

してください。 

（５）運搬容器一覧表及び運搬方法（要領様式第１２号） 

   欄外の注意事項を参照し、記入してください。 

   ※ 運搬容器を必要としない場合は、枠中に「なし」と記入してください。 

（６）廃棄物管理票の管理方法（要領様式第１３号） 

   記入例を参照し、記入してください。 

（７）処理概要書（要領様式第１４号） 

食品循環資源の再生利用等、市の指定処理施設以外で再生利用を目的とした処理

を行うことが適当であると認められた一般廃棄物、又は実験動物の死体等、市の指

定処理施設以外で処理を行うことが必要と認められた一般廃棄物の収集又は運搬を

業として行う場合は記入してください。 

 

６ 事業の用に供する施設の構造を明らかにした図面等 

（１）運搬車の写真（要領様式第１５号） 

  ア 運搬車が適正な施設であるか否かを確認するため、3 か月以内に撮影したものに

限ります。また、写真はカラーで撮影したものに限ります。 

   ※ 食品循環資源の再生利用等、市の指定処理施設以外で再生利用を目的とした 

処理を行うことが適当であると認められた一般廃棄物、又は実験動物の死体等、 

市の指定処理施設以外で処理を行うことが必要と認められた一般廃棄物の収集 
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又は運搬を業として行う場合は、当該一般廃棄物に係る表示を行った運搬車の写 

真を添付してください。 【例】食品循環資源運搬車 

※ 一時多量ごみを扱う場合には、当該一般廃棄物に係る表示を行った運搬車の写 

真を添付してください。 【例】一時多量ごみ運搬車 

  イ 欄外の注意事項を参照し、撮影してください。 

（２）運搬容器の写真（要領様式第１６号） 

  ア 運搬容器が適正な施設であるか否かを確認するため、3 か月以内に撮影したもの

に限ります。また、写真はカラーで撮影したものに限ります。 

   ※ 運搬容器を必要としない場合は、枠中に「なし」と記入してください。 

  イ 一時多量ごみを扱う場合には、荷箱の高さ(内寸)が１．２８ｍ以上であること

を証する資料を添付してください。【例】メジャーを当てた写真、カタログ等 

（３）駐車施設の案内図、配置図（要領様式第１７号） 

  ア 使用する運搬車の駐車施設の案内図は、主要駅又は主要道路から記入してください。 

  イ 使用する運搬車の駐車施設の配置図は、記入例を参照し、記入してください。 

（４）運搬車の所有権等を有することを証する書類 

   運搬車一覧表に記載された全車両の最新の自動車検査証（電子検査証（ＩＣタグ入り

自動車検査証）の場合は、自動車検査証記録事項）の写しを提出してください。 

（５）駐車施設の所有権を有することを証する書類 

ア 土地の登記事項証明書（発行後６か月以内のもの）を提出してください。 

※電子申請で提出する場合は、原本の提出が別途必要です。 

  イ 駐車施設が申請者の所有でない場合は、賃貸借契約書等の使用する権原を証す

る書類の写し（有効期間内のもの）を提出してください。 

なお、契約書の契約期間が満了しており、その後契約を自動更新している場合は、

許可申請日以降も契約が継続している旨、貸主が証明した書類を提出してください。 

 

７ 事業開始資金及び調達方法(要領様式第１８号) 

  資金総額と調達方法についての内訳を記入してください。資金調達方法は、自己資

金又は金融機関等からの融資等を記入してください。 

   

８ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表［法人の場合］ 

  直前３年の事業年度におけるものを提出してください。 

  ※ 許可の更新の場合は、直前２年の事業年度におけるものを提出してください。 

 

９ 資産調書 (要領様式第１９号) ［個人の場合］ 

  「土地」及び「建物」については、評価額を記入してください。 

 

10 法人税の確定申告書の写し［法人の場合］ 

  直前３年分の税務署の受領印のある確定申告書の別表１及び別表４の写しを提出し

てください。修正申告を行っている場合は修正申告書の別表１及び別表４の写しを提

出してください。 ※ 更新の場合は、直前２年の事業年度分を提出してください。 
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11 所得税の確定申告書の写し等［個人の場合］ 

（１）直前３年分の税務署の受付印のある確定申告書１面及び２面（１表及び２表）

の写しを提出してください。 

（２）直前３年分の税務署の受付印のある収支内訳書（表面及び裏面）の写し又は、

青色申告決算書（１～４ページ）の写しを提出してください。 

※ 許可の更新の場合は、直前２年分の事業年度におけるものを提出してください。 

 

12 法人税の納税証明書［法人の場合］ 

  確定申告をしている税務署へ、直前３年分の法人税の納税証明書（納付すべき額 

及び納付済み額を証する書類）を請求し、その原本を添付してください。 

 ※ 許可の更新の場合は、直前２年分の事業年度におけるものを提出してください。 

 ※電子申請で提出する場合は、原本の提出が別途必要です。 

 

13 所得税の納税証明書［個人の場合］ 

確定申告をしている税務署へ、直前３年分の所得税の納税証明書（納付すべき額 

及び納付済み額を証する書類）を請求し、その原本を添付してください。 

※ 許可の更新の場合は、直前２年分の事業年度におけるものを提出してください。 

※電子申請で提出する場合は、原本の提出が別途必要です。 

 

14 収支計画書（要領様式第２０号）［法人の場合］ 

（１）新規申請で、直前３年分のうち１期でも納税額が「無」及び「０」の場合、又

は法人設立後３年を経過しないため３年分の納税証明書を提出できない場合等は、

今後３年分の収支計画書を提出してください。 

 （２）許可の更新で、直前２年分のうち１期でも納税額が「無」及び「０」の場合は、

今後３年分の収支計画書を提出してください。 

 

15 事務所及び事業場の案内図（要領様式第２１号） 

  案内図は、主要駅又は主要道路から記入してください。 

 

16 本市許可証の写し 

本市許可証の写しを提出してください。 

 

17 誓約書（要領様式第２２号） 

  誓約書は、申請者（要領様式第１号に記載された役員、政令使用人等を含む）が廃

棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからルまでのいずれにも該当

していないことを確認し、誓約して頂く書類ですので、9 ページに記載の条文をよく読

み、該当していないことを確認後、字句の訂正、押印漏れのないように注意して誓約

してください。また申請者等が条文に該当する場合は許可の申請をしても許可するこ

とができません。 
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第７条第５項第４号に規定する欠格要件 
 

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの 

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から５年を経過し 

ない者 

ニ この法律、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるも

の若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77号。第 32条の 2第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治 40 年法律第 45号）第 204 条、

第 206 条、第 208 条、第 208 条の 2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大

正 15 年法律第 60 号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日から５年を経過しない者 

ホ 第７条の４第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項若しくは第 14 条の３の２第１項（第４号

に係る部分を除く。）若しくは第２項（これらの規定を第 14 条の６において読み替えて準用する場合を含む。）

又は浄化槽法第 41 条第２項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該

許可を取り消された者が法人である場合（第７条の４第１項第３号又は第１４条の３の２第１項第３号（第

１４条の６において準用する場合を含む。）に該当することにより許可が取り消された場合を除く。）におい

ては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 15 条の規定による通知があつた日前

60 日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第８条の５第６

項及び第 14 条第５項第２号ニにおいて同じ。）であつた者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含

む。） 

ヘ 第７条の４若しくは第 14 条の３の２（第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化

槽法第 41 条第２項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があつた日

から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第３項（第 14条の２第３項及び第

14 条の５第３項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による一般廃棄

物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分（再生することを含む。）の事業のいずれかの事業の

全部の廃止の届出又は浄化槽法第 38条第５号に該当する旨の同条の規定による届出をした者（当該事業の廃

止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの 

ト ヘに規定する期間内に次条第３項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しく

は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第５号に該当する旨の同条の規定に

よる届出があつた場合において、ヘの通知の日前 60日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について

相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人（当

該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から

５年を経過しないもの 

チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 

リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該 

当するもの 

ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの 

ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの 













































 

 

    

令和８年４月  

 

一般廃棄物収集運搬業の許可申請の手引  

（一時多量ごみ関係を含む）  

 

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課  

   〒 210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地  

      電話  ０４４（２００）２５９３  

      FAX ０４４（２００）３９２３  

 


